
1 

                              環 境 委 員 会 資 料 

                              令和４年１０月 ７日 

【所管事務の調査（報告）】 

 水道工事に伴う東京電力地中送電線破損事故について 

（１） 東京電力地中送電線破損事故調査報告書について 

    資料１  水道工事に伴う東京電力地中送電線 

破損事故調査報告書【概要版】 

    参考資料 水道工事に伴う東京電力地中送電線 

破損事故調査報告書 

（２） 賠償の状況について 

資料２  賠償の状況について 

上 下 水 道 局 



水道工事に伴う
東京電力地中送電線破損事故

調査報告書
【概要版】

水道工事に伴う
東京電力地中送電線破損事故

調査報告書
【概要版】

令和４年10月7日
川崎市上下水道局

東京電力地中送電線破損事故
調査委員会

令和４年10月7日
川崎市上下水道局

東京電力地中送電線破損事故
調査委員会

２

【資料１】【資料１】



図-2 位置図（詳細）

(1) 事故の発生等

１ 事故の概要１ 事故の概要

発生日時 令和4年5月13日（金）22時26分頃
発生場所 川崎市麻生区上麻生２丁目３８番地付近

工事名 黒川送水管1000ｍｍ・800ｍｍ及び
4号送水管1000ｍｍ人孔Ｔ字管補強工事

施工内容 立坑築造に伴う薬液注入工事

３

事故発生場所

事故発生場所

麻生区

多摩区

宮前区

図-1 位置図

・令和４年５月１３日に本市発注の水道工事において、
東京電力地中送電線を破損させた事故により
大規模な停電が発生した。

・地中送電線の構造上、感電事故は発生しないが、
停電が発生した社会的影響が大きい重大事故で
あった。

表-1 事故概要





5/13事故当日

(1) 設置目的
・事故の内容を詳細に把握し、再発防止に万全を期すため、「川崎市上下水道局東京電力地中送電線
破損事故調査委員会」（以下、委員会）を設置し、調査と検証を実施

(2) 検討経過

5月 6月 7月 8月 9月

6/2 第1回委員会
・事故概要の報告
・スケジュール(案)
・役割分担(案) 

7/7 第2回委員会
・中間報告(案)

7/25 第3回委員会
・中間報告(修正案)

8/16 第4回委員会
・報告(案)

8/19,25 学識経験者へ意見聴取

9/12 第5回委員会
・最終報告(案)

9/16 管理者へ報告

・委員会は、局職員１１名で構成し、第三者視点として川崎市上下水道事業経営審議委員会委員の
学識経験者７名から意見聴取の上、計５回の委員会を開催

５

8/17 管理者へ報告

２ 事故調査委員会の設置２ 事故調査委員会の設置



調査結果 段 階 検証事項【受注者】 基準書等 適否
1 着手時 施工計画書の提出 工事標準仕様書 適
2 施工協議 東京電力との当初施工協議の実施 工事標準仕様書 適
3,4,9 施工協議 他企業との当初施工協議の実施 工事標準仕様書 適

5,6 試掘工 地下埋設物の位置確認が不足
工事標準仕様書 否
施工計画書(試掘) 否

7 試掘工
地下埋設物の占用位置等の

必要な情報が不足
工事標準仕様書 否
施工計画書 否

10,11 薬液注入工
東京電力地中送電線の
防護措置等の検討未実施

工事標準仕様書 否

12,13,16
21,23

施工協議
薬液注入工

東京電力との試掘後協議未実施
東京電力に現地立会いを求めなかった

工事標準仕様書 否
施工計画書 否

14,15 薬液注入工 薬液注入工の現場責任者を事故当日に変更 工事標準仕様書 否

17,18,19 薬液注入工
施工計画書と異なった手順による施工
事故防止手順を遵守していなかった

工事標準仕様書 否
施工計画書(薬液注入工) 否

20,26,27 事故後
薬液注入工の削孔位置変更について

正確な施工状況報告の遅れ
工事標準仕様書 否

３ 調査・検証 【受注者】３ 調査・検証 【受注者】

表-2 受注者に関する検証結果

６

(1) 基準書等による【受注者】に関する検証
・事実関係の調査結果から、事故につながる要因又は影響を及ぼすと想定される事項【調査結果1 27】
について、基準書等と照合し検証
・受注者に関する検証結果を表-2に示す。基準書等に一部適合してなかった調査結果は23件中18件

局水道工事標準仕様書

受注者の施工計画書

基準書等



７

受注者-① 地下埋設物位置確認の不足

【調査結果5,6,7】
・試掘による埋設物位置確認の不足
・調査報告書の試掘場所、掘削形状
が不明確

人孔丁字管

A

A

東京電力地中送電線

黒川送水管

試掘調査：掘削範囲

下水道管

地中送電線

図-4 平面図（試掘施工状況）

下水道管

黒川送水管

試掘調査：掘削範囲

東京電力地中送電線

図-5 Ａ断面図（試掘工）

工事標準仕様書
施工計画書

の一部に適合していない

水道管
のみ確認

東京電力
地中送電線
は未確認

３ 調査・検証 【受注者】３ 調査・検証 【受注者】



受注者-② 試掘後協議の未実施

【調査結果10,11,12,13,16,21,23】
・東京電力との試掘後協議を未実施
・東京電力へ現場立会いを求めなかった
・近接していた東京電力地中送電線への
防護措置等を未実施

工事標準仕様書
施工計画書

の一部に適合していない

８

３ 調査・検証 【受注者】３ 調査・検証 【受注者】

図-6 薬液注入範囲の変更図





調査結果 段 階 検証事項【発注者（監督員）】 基準書等 改善点
1 着手時 施工計画書を受理 監督規程 無
5,6 試掘工 地下埋設物位置確認の認識不足 監督規程 有

7 試掘工
試掘結果報告書について

受注者に対し必要な指示不足
監督規程 有

8,22 施工協議 受注者手続きに関する履行の確認不足 監督規程 有

10,11 薬液注入工
変更施工計画書(薬液注入工)について
受注者に対し必要な指示不足

監督規程 有

24 事故後 受注者に対し工事中止を指示 監督規程 無

25 事故後 水道管理課への報告に時間を要した
事故等発生時の
事務処理手引

有

表-3 発注者（監督員）に関する検証結果
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(１) 基準書等による【発注者(監督員)】に関する検証
・事実関係の調査結果から、事故につながる要因又は影響を及ぼすと想定される事項【調査結果1 27】
について基準書等と照合し検証
・発注者（監督員）に関する検証結果を表-3に示す。基準書等の遵守及び運用に改善点がある調査結果
は10件中8件
・事故の原因は受注者の施工上の不備であったが、今後の事故再発防止の観点から、発注者（監督員）
として改善を図る

局請負工事監督規程

事故等発生時の情報処理手引

基準書等

４ 調査・検証 【発注者】４ 調査・検証 【発注者】



発注者-必要な指示・履行確認の不足、報告の遅れ

【調査結果5,6,7,8,10,11,22,25】
・埋設物の位置確認及び防護措置等
の指示不足
・試掘後協議の履行確認の不足
・事故可能性のため工事中止してから
報告に遅れがあった

監督、
事故等発生時の事務処理手引の運用に
改善の余地がある

４ 調査・検証 【発注者】４ 調査・検証 【発注者】

日付 時刻 内容

11月26日 ―
・受注者が監督員と東京電力の現地立会いの元、
試掘を実施
・試掘で送水管（人孔T字管）の埋設状況を確認

11月29日 ―
・受注者が監督員に東京電力地中送電線を想定で
記載した試掘結果を報告
・監督員が受注者に「試掘後に必要な占用企業者
との協議を行うよう」指示

12月20日 ―
・受注者が監督員に変更の薬液注入工事施工計画
書を提出
・受注者は薬液注入範囲上端をDP=2.45mから
DP=1.50mに変更

5月14日 2 05

・受注者（作業主任）が東京電力との試掘後協議
状況を把握していなかったことから、局職員が監
督員に確認の連絡を行う。
・監督員も把握していなかったことから、局職員
が監督員から現場代理人へ電話確認するよう指示
する。

〃 2 10 ・事故内容を確認し、本工事が事故原因である可能性があるため、監督員が工事中止を決定

〃 12 00 ・第３配水工事事務所長より水道管理課長へ報告

表-4 施工経緯の時系列（抜粋）
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事故の検証に基づき、地下埋設物の損傷事故防止等
の観点から事故の再発防止策を検討

学識経験者の意見聴取を参考とした再発防止策 (1) 地下埋設物の施工管理体制の強化

(2) 事故防止の意識高揚と周知徹底

12

対策１ 地下埋設物調査に係る仕様の明確化

地下埋設物位置確認の不足【
受
注
者
】

対策３ 工事施工の適正な履行確保

必要な指示・履行確認の不足
【
発
注
者
】

(3) 事故等発生時の迅速な情報共有

(4) 事故防止研修の実施

対策６ 事故事例研修 及び 再発防止研修

対策５ 事故等発生時の迅速な情報共有体制の確立

再発防止策

検証結果

(

監
督
員)

対策２ 地下埋設物調査に係る施工管理体制の強化

対策４ 発注者の安全意識の構築・強化

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討

試掘後協議の未実施
工事施工の不適切な履行

報告の遅れ



図-9 地下埋設物調査に関する特記仕様書

地下埋設物調査に関する特記仕様書

第１条 事前調査

地下埋設物については、設計図書及び図面等を確認のうえ、詳細については、埋設物管理者に事

前調査を行い必要な情報を取得すること。

第２条 地下埋設物の確認

近接する地下埋設物の詳細な位置、深さ等は、試掘調査で確認するものとする。

第３条 試掘調査

試掘調査については、以下のとおり行うものとする。

（１）地下埋設物位置確認等の試掘箇所は、監督員と現地立会の上決定すること。

（２）試掘調査の場所、掘削の形状寸法、調査結果は、工事打合せ簿に添付して監督員に速やかに

提出すること。

（３）近接する地下埋設物が想定される場合は、埋設物管理者の立会を求め、その指示を受け、必

要な処置を講ずること。

※（４）試掘調査の結果、地下埋設物の詳細な位置、深さ等が不明な場合は、追加調査を実施するこ

と。

※第４条 施工協議

埋設物管理者との試掘前協議及び試掘後協議を適切に実施し、その指示事項については必要な処

置を講ずること。ただし、埋設物管理者が協議を求めていない場合は、この限りでない。

※第５条 地下埋設物に関するチェックリストの提出

当該チェックリストにより地下埋設物の調査、施工管理及び埋設物管理者との協議を適切に実施

し、当該チェックリストを対象埋設物毎、工事打合せ簿に添付し監督員に速やかに提出すること。

※第６条 関係様式

当該チェックリストは川崎市上下水道局ホームページからダウンロードすること。

（https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000083681.html）

第７条 その他

その他、本仕様書に定めがない事項、または、本仕様書の内容に疑義が生じた場合には、監督員

と協議のうえ、適切に対応するものとする。
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 特記仕様書を策定

・試掘による埋設物の位置確認
・試掘結果(詳細な位置等)の提出
・位置不明な場合の追加調査
・埋設物管理者との施工協議
・チェックリストの提出

図9「※」は、新規対策

（特記仕様書は契約図書の一部）

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討
(1) 地下埋設物の施工管理体制の強化
対策１ 地下埋設物調査に係る

仕様の明確化



図-11 地下埋設物に関するチェックリスト【試掘調査後】 14

 チェックリストを策定

・受注者が点検、
監督員へ提出を義務づけ

・チェックリスト、施工協議
書類を提出

・提出物を監督員が確認

図-10 地下埋設物に関するチェックリスト【試掘調査前】

(1) 地下埋設物の施工管理体制の強化
対策２ 地下埋設物調査に係る

施工管理体制の強化

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討
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 施工前打合せ資料を策定

・工事着手前に受注者と監督員
の双方で確認

・施工上の指示事項、遵守事項、
注意事項を記載

図-13 施工前打合せ資料（目次）

(２) 事故防止の意識高揚と周知徹底
対策３ 工事施工の適正な履行確保

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討

１．工事全般 １－１指示事項

⑨地下埋設物確認に関する安全管理の徹底

・事前に各埋設物管理者と施工前協議を行うこと。
・試掘前に各埋設物管理者の施設台帳（埋設調査資
料）を入手し、速やかに監督員に報告すること。
・地下埋設物位置確認等の試掘箇所は、監督員と現
地立会いの上決定すること。
・各埋設物管理者に立会いを求め、ペンキ等による
マーキングを実施するなど、現地調査の徹底を図る
こと。
・試掘や埋設物周辺を掘削する際、各埋設物管理者
に立会いを求めて実施すること。
・埋設物は、その種類、位置（平面・深さ）、規格、
構造等を原則、目視で確認すること。
・試掘は、掘削の形状寸法、埋設物の詳細な位置・
深さ等の調査結果を工事打合せ簿に添付して監督員
に提出すること。
・「地下埋設物に関するチェックリスト」により
埋設物管理者との協議及び安全管理を実施すること。
また、当該チェックリスト及び協議資料等を工事打
合せ簿に添付し速やかに監督員へ提出すること。

図-14 施工前打合せ資料（抜粋）
図-12 施工前打合せ資料

（表紙）



図-17 事故防止マニュアル（抜粋）【本事故事例】 16図-16 事故防止マニュアル（抜粋）【試掘】

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討
(２) 事故防止の意識高揚と周知徹底
対策４ 発注者の

安全意識の構築・強化
 事故防止マニュアルを策定

・監督員が受注者に安全施工上
行う確認事項、注意事項、
事故事例、関係法令等を記載

・定期的かつ継続的に研修で活用

事故防止マニュアル

令和４年〇月

川崎市上下水道局 水道部

図-15 事故防止マニュアル（表紙）
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 事故等発生時の情報管理事務の処理手引を改定
・速報基準、速報様式を整備

【速報の報告基準】
・事故が発生した場合
・事故が予見される場合

可及的速やかに
連絡体制ルートに基づき
水道管理課へ報告

【報道発表の要否】
・人的被害
・救急車要請
・警察出動
・社会的影響が大
(第三者被害,SNS等)

詳細を
水道管理課へ報告

図-18 速報様式

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討
(３) 事故等発生時の迅速な情報共有
対策５ 事故等発生時の迅速な情報共有体制の確立



 監督員を対象に事故防止研修を実施

● 事故事例研修（ケーススタディ）
委員会で取りまとめた事実関係の調査結果を用いて、
監督業務における課題、問題点を抽出する研修

● 再発防止研修
委員会で取りまとめた再発防止策について、
熟知、周知徹底を図る研修

事故防止の意識醸成
事故の再発防止に
万全を期す

５ 再発防止策の検討５ 再発防止策の検討
(４) 事故防止研修の実施
対策６ 事故事例研修 及び 再発防止研修

・定期的に研修を行い適正な監督業務体制を継続的に確保
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賠償の状況について

賠償状況

・８月 ２日以降、賠償に関する新規の問合せはない。
・９月26日現在、受付件数計１０５件、うち、賠償案件は５９件（残り４６件は要望、意見等）

現在、受注者にて、個別に交渉中であり、局としても引き続き進捗について監視・注視していく。

経
過

・事故原因が水道工事と判明した、令和４年５月１７日から問合せ窓口を局とし、
一次対応を行う
・翌５月１８日には、受注者側の対応窓口が開設
・局で一次対応した情報は、一日に２回受注者窓口へ取次を実施し、受注者へ対応を引き継ぐ
・受注者窓口から個別に被害者へ連絡を取り、対応を行う
・局としても対応の経過について、適宜、受注者へ確認を行う

【資料２】
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賠償の状況について

住所 件数 個人／法人の内訳

横浜市 ４２件 個人３２件／法人１０件

東京都 ５件 個人 ０件／法人 ５件

川崎市 ５件 個人 ０件／法人 ５件

その他 ７件 個人 ６件／法人 １件

（１）賠償案件５９件（場所別一覧）

（２）賠償案件５９件（対応状況別一覧）

対応状況 件数 賠償内容など

協議中 ３３件 ―
賠償額合意 １９件 電化製品の修理代、購入費用の一部

賠償不要 ５件 メーカーの補償で対応

その他 ２件 連絡不通
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